
証券コード ７８６２
平成２１年６月８日

株 主 各 位
東京都港区東新橋一丁目７番３号

トッパン・フォームズ株式会社
代表取締役社長 櫻 井 醜

第５５回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、当社第５５回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書用紙またはインターネット

により議決権を行使することができます。
書面により議決権を行使される場合には、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」

（４１頁から４４頁）をご参照くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示
いただき、平成２１年６月２５日（木曜日）１８時までに到着するようご送付くださいます
ようお願い申しあげます。
また、インターネットにより議決権を行使される場合には、同じく「株主総会参考

書類」をご参照くださいまして、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」
（４５頁から４６頁）記載の方法により議決権の行使をお願い申しあげます。 敬 具

記

１．日 時 平成２１年６月２６日（金曜日）午前１０時
２．場 所 東京都港区東新橋一丁目７番３号

トッパンフォームズビル１階ホール
３．会議の目的事項
報 告 事 項 � 第５５期（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）事業報告、

連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件

� 第５５期（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）計算書類
報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役１名選任の件
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本株主総会招集ご通知に掲載しております事業報告、連結計算書類および計算書類な
らびに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ホームペー
ジ（http://www.toppan-f.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。

４．議決権の行使等についてのご案内
� 代理人による議決権行使

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主１名を代理人
として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明す
る書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

� 重複行使の取扱い
書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インター
ネットによるものを有効な議決権行使として取扱わさせていただきます。
また、インターネットで議決権行使を複数回された場合は、最後の議決権行
使を有効なものとして取扱わさせていただきます。

以 上
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当日ご出席の際は、お手数ながら同封の「議決権行使書用紙」を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
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１．当社グループの現況に関する事項
� 事業の経過およびその成果

当期におけるわが国経済は、米国発の金融危機にともなう世界同時不況、資源
価格の高騰、急激な円高などによる企業収益の悪化に加え、個人消費の低迷もあ
り、景気後退が深刻化しました。
ビジネスフォーム業界におきましては、景気低迷に加えＩＴ化による需要量の

減少や、用紙価格高騰の影響を受け、厳しい経営環境が続きました。
このような状況のなかで、当社グループは、ビジネスフォームおよびデータ・

プリント・サービス（ＤＰＳ）の製品開発やサービスの充実、ＩＣタグなど電子
メディア関連のアプリケーション開発に積極的に取り組み、顧客が情報を活用す
る業務において、総合的なソリューションをご提供する体制を充実いたしました。
また、顧客志向を徹底した企画提案型の販売活動と新規需要への対応を強化する
とともに、事業活動全般にわたる効率化・合理化を推進いたしました。
主な事業展開といたしましては、ビジネスフォーム分野におきまして、環境に

配慮するとともに、紙の使用量を削減して低コスト化をはかる省資源化製品を開
発いたしました。
ＤＰＳ分野におきましては、大量の通知物においても事前に書式を印刷する工

程を省き、最新の高速デジタルプリンターで直接出力することによるコスト削減
に取り組みました。あわせて、通知業務の周辺業務や文書の電子化など、受託領
域の拡大をはかりました。また、個人情報保護に関する品質保証を充実するため、
検査システムを独自開発するとともに、一貫生産体制の整備を推進しました。
電子メディア分野におきましては、ＩＣ関連に注力し、実用レベルの業務アプ

リケーションのラインアップを拡充いたしました。また、情報媒体の電子化を推
進するため、印刷による電子部品製造技術の開発に着手いたしました。
環境問題への対応につきましては、資源やエネルギーの無駄を省く製品の開発

に加え、当社グループにおきましては環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）を運
用し、環境負荷低減に向けた活動を推進いたしました。
また、個人情報保護に関しましては、個人情報取扱事業者として経営の最重要

課題ととらえ、その機能の強化につとめております。当期におきましては、これ
まで事業所単位で取得していた「プライバシーマーク」の認証を全社一括で取得
し、管理体制を一層充実いたしました。
以上の結果、当期の連結売上高は、２，３５８億円（前期比３．２％増）、経常利益は１６８

億円（前期比４．６％増）、当期純利益は８７億円（前期比０．４％増）となりました。

部門別の概況は次のとおりであります。

添 付 書 類

事 業 報 告

（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）
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区 分
前 期 当 期 増 減

金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率

印刷事業 百万円
１７６，８９７

％
７７．４

百万円
１８３，５１９

％
７７．８

百万円
６，６２２

％
３．７

（内ＤＰＳ） （７１，５０５） （３１．３） （７７，５５９） （３２．９） （６，０５３） （８．５）
商品事業 ５１，６６８ ２２．６ ５２，３７５ ２２．２ ７０７ １．４
合 計 ２２８，５６５ １００．０ ２３５，８９５ １００．０ ７，３３０ ３．２

印刷事業
ビジネスフォームでは、ＩＴ化に加えコスト削減による需要量の減少はあった

ものの、制度変更に対応した帳票類改定の積極的な取り込みなどにより、微減と
なりました。
ＤＰＳでは、金融業界や官公庁における法改正、制度変更にともない、通知業

務が量的に増加するとともに、周辺業務の受託を拡大いたしました。また、白紙
に異なる画像やテキストを直接プリントする、フルカラーでパーソナルな通知物
を拡販し、好調に推移いたしました。
電子メディア関連ではタスポカードの発行など個人認証用ＩＣカードや、資産

管理向けＩＣタグの拡販などにより好調な伸びとなりました。
以上の結果、印刷事業全体では順調に推移いたしました。

商品事業
サプライ品は、環境に配慮した消耗品を中心に拡販し、微増となりました。
また、事務機器関連等につきましては、大型封入封緘機などの拡販につとめま

したが、企業の設備投資抑制の影響もあり微増にとどまりました。
業務運用管理受託事業は、システムの統合化や共同化などの業務を積極的に取

り込み、堅調に推移いたしました。
以上の結果、商品事業全体は微増となりました。

（セグメント別売上高）

� 資金調達の状況
当期の所要資金は主として事業収入および自己資金でまかないました。

� 当社グループの設備投資の状況
当期のグループ設備投資の総額は９７億円でした。成長を続けるＤＰＳ分野に重

点を置き、高速フルカラープリンターや定形外封入封緘機を増設し、白紙からの
ダイレクトプリント出力や、増加する定形外封入物への対応力を強化しました。
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区 分
第５２期 第５３期 第５４期 第５５期

（平成１７年度） （平成１８年度） （平成１９年度） （平成２０年度）
（当連結会計年度）

売 上 高 （百万円） ２１２，３２６ ２１９，１９７ ２２８，５６５ ２３５，８９５

経 常 利 益 （百万円） １６，５６９ １７，２６７ １６，１４３ １６，８８７

当期純利益 （百万円） ９，３９１ ９，６８３ ８，７５２ ８，７９１

１株当たり当期純利益（円） ８１．４２ ８４．９８ ７７．２４ ７９．２０

総 資 産 （百万円） １８２，７０４ １８６，９０２ １８５，２３７ １８５，６３５

純 資 産 （百万円） １２３，４２６ １２８，８７５ １２９，２６３ １３３，６２３

１株当たり純資産（円） １，０８２．３９ １，１２９．４６ １，１６２．９９ １，１９９．０４

� 当社グループの対処すべき課題
わが国経済は、世界同時不況による需要の減少により、輸出企業を中心に業績

回復の見通しは厳しく、雇用環境の悪化による個人消費の低迷も懸念され、予断
を許さない経営環境が続くものと予想されます。
ビジネスフォーム業界におきましても、顧客業務のＩＴ化やネットワーク化に

加え企業業績の低迷による印刷需要の減少や、価格競争の激化が懸念されるなど、
引き続き市場環境は厳しいものと考えられます。
このような状況をふまえ当社グループは、ビジネスフォームとＤＰＳで培った

技術やノウハウに加え、顧客の通知業務の周辺領域を広範囲に受託する体制の構
築や電子メディアの活用など、顧客の課題をワンストップで解決する総合的な情
報管理ソリューションの提供をめざしてまいります。また、成長分野への重点投
資と品質保証体制を一層強化するとともに、コスト構造の改革に取り組み、企業
体質の強化と業績の向上につとめてまいります。
環境問題への対応につきましては、環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の運

用を徹底するとともに、エコロジー製品の開発・提供をとおして環境保全に貢献
してまいります。
また、個人情報保護への対応につきましては、「プライバシーマーク」認証基準

の遵守を核に、全社をあげて管理水準の向上をはかり、一層の強化に取り組んで
まいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。

� 直前３事業年度の財産および損益の状況
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（注）※印は、当社の子会社が所有する株式を含んだ比率となっております。

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容
ト ッ パ ン ・ フ ォ ー ム ズ 東 海 ㈱ １００百万円 １００．０％ ビジネスフォームの製造

トッパン・フォームズ・オペレーション㈱ １００百万円 １００．０％ コンピュータの運用・管理、プロ
グラムの開発

トッパン・フォームプロセス㈱ １００百万円 １００．０％ コンピュータ関連帳票類の処理・
加工

テクノ・トッパン・フォームズ㈱ １００百万円 １００．０％ フォーム処理機器類の販売および
保守

トッパン・フォームズ・サービス㈱ ５０百万円 １００．０％ 製品の配送および保管

ト ッ パ ン ・ フ ォ ー ム ズ 関 西 ㈱ ５０百万円 １００．０％ ビジネスフォームの製造、配送お
よび保管業

トッパン・フォームズ西日本㈱ ３０百万円 １００．０％ ビジネスフォームの製造、配送お
よび保管業

山 陽 ト ッ パ ン ・ フ ォ ー ム ズ ㈱ ５０百万円 １００．０％ ビジネスフォームの製造
㈱ ト ス コ ２１３百万円 ６９．７％ ソフトウェアの開発
㈱ Ｋ Ｃ Ｆ ３０百万円 １００．０％ ビジネスフォームの製造
Ｔ ． Ｆ ． カ ン パ ニ ー 社４０百万HK$ １００．０％ 海外事業に対する投資および育成

トッパン・フォームズ（香港）社３５百万HK$ ※１００．０％ ビジネスフォームの製造および販
売

トッパン・フォームズ（シンガポール）社 １，２２６千S$ ※１００．０％ 機器部品の販売ならびにビジネス
フォームの製造および販売

トッパン・フォームズ・カード・テクノロジーズ社 ２百万HK$ ※１００．０％ カードの製造および販売

� 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係
当社の親会社は凸版印刷株式会社であり、当社の議決権を６０．７％保有しており
ます。
当社と親会社の間には製品の売買取引があります。

② 重要な子会社の状況

③ 企業結合の成果
連結対象子会社は上記の重要な子会社１４社を含む２４社、持分法適用会社は６社
であります。
当連結会計年度の売上高は２３５，８９５百万円と前連結会計年度に比べ７，３３０百万円
（３．２％増）の増収となりました。当期純利益は８，７９１百万円と前連結会計年度に
比べ３９百万円（０．４％増）の増益となりました。

④ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
当社は、成長分野となるＲＦＩＤ等のシステム開発力を強化し、新分野へ事業
拡大をはかるため、平成２０年１０月１日付でソフトウェア開発会社である株式会
社トスコの株式の６９．７％を議決権ベースで取得し、資本・業務提携いたしまし
た。
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区 分 主 要 営 業 品 目

印 刷 事 業

連続フォーム、シートフォーム、応用用紙、統一伝票、封筒、カタログ、パ
ンフレット、チラシ、カード、ＩＣ関連製品、電子メディア関連業務（電子
ドキュメント、ウェブシステムなど）の受託など

データ・プリント・サービス（ＤＰＳ）
情報処理システムの開発受託、情報処理・情報発信の処理受託など
デジタル・プリントオンデマンド（ＤＯＤ）

運送取扱業および倉庫業など

商 品 事 業

フォーム処理機・事務機器、システム機器、カード機器、紙製品（ＰＰＣ用
紙、タック紙・ラベル、デザインストック製品）、各種プリンター用サプライ、
各種磁気メディア、設備・備品、情報処理に関するシステム設計・開発、プ
ログラミング、オペレーションなど

名 称 所在 名 称 所在

本 社 （東京都港区）

国内事業所

営業統括本部 （東京都港区）関西事業本部 （大阪府大阪市）

製造統括本部 （東京都福生市）中四国事業部 （広島県広島市）

東日本事業部 （宮城県仙台市）西日本事業部 （福岡県福岡市）

中部事業部 （愛知県名古屋市）

国 内 工 場
日野工場 （東京都日野市）川本工場 （埼玉県深谷市）

福生工場 （東京都福生市）

国内研究所 中央研究所 （東京都八王子市）

国内子会社

トッパン・フォームズ東海㈱ （静岡県浜松市）トッパン・フォームズ関西㈱ （大阪府吹田市）

トッパン・フォームズ・オペレーション㈱（東京都港区）トッパン・フォームズ西日本㈱（福岡県福岡市）

トッパン・フォームプロセス㈱（東京都江東区）山陽トッパン・フォームズ㈱ （広島県東広島市）

テクノ・トッパン・フォームズ㈱（東京都港区）㈱トスコ （岡山県岡山市）

トッパン・フォームズ・サービス㈱（埼玉県所沢市）㈱ＫＣＦ （兵庫県神戸市）

海外子会社
Ｔ．Ｆ．カンパニー社 （中国香港）トッパン・フォームズ（香港）社（中国香港）

トッパン・フォームズ（シンガポール）社（シンガポール）トッパン・フォームズ・カードテクノロジーズ社（中国香港）

� 主要な事業内容（平成２１年３月３１日現在）

� 主要な営業所および工場（平成２１年３月３１日現在）
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従業員数 前期末比増減

７，３５７名 ７１６名増

（注）上記従業員数には臨時従業員１，３５９名（パートタイマー、アルバイト）を含んでおりません。

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

２，３２４名 ５３名増 ４０．１歳 １７．１年

（注）上記従業員数には臨時従業員２９０名（パートタイマー、アルバイト）を含んでおりません。

� 従業員の状況（平成２１年３月３１日現在）
① 当社グループの従業員の状況

② 当社の従業員の状況

� 主要な借入先（平成２１年３月３１日現在）
該当する借入先はありません。
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株 主 名
当社への出資状況

持株数（千株） 出資比率（％）

凸 版 印 刷 株 式 会 社 ６７，４１９ ５８．６

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ７，１９１ ６．３

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ４，９５５ ４．３

ト ッ パ ン フ ォ ー ム ズ グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 ２，０８３ １．８

ス テ ー ト ス ト リ ー ト バ ン ク ア ン ド ト ラ ス ト カ ン パ ニ ー １，４０７ １．２

メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン
オムニバス ユーエス ペンション １，３１５ １．１

資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 １，１４６ １．０

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー ５０５１０３ ９６９ ０．８

ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス エグゼ
ンプテド ペンション ファンズ ６６１ ０．６

アールビーシー デクシア インベスターサービス バンクアカウント ルクセンブ
ルグ ノンレジデント ドメスティックレート ６２９ ０．６

（注）１． 当社が期末において保有している自己株式４，００３千株については、上記の表から除外しております。
２． 上記所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次の通りであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ ７，１９１千株
日本マスタートラスト信託銀行㈱ ４，９５５千株
資産管理サービス信託銀行㈱ １，１４６千株

３． マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピーから、平成２０年１０月６日付の大量保有報告書（変更
報告書）の写しの送付があり、平成２０年９月３０日現在で６，０２３千株を保有している旨の訂正報告を受けてお
りますが、当社として当該事業年度末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状
況には含めておりません。
なお、マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピーの大量保有報告書の内容は以下の通りであり
ます。

大量保有者 マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピー
住所 Orion House, 5 Upper St. Martin's Lane, London WC2H 9EA, UK
保有株券等の数 株券 ６，０２３，３００株
株券等保有割合 ５．２４％

２．会社の株式に関する事項
� 株式の状況（平成２１年３月３１日現在）
① 発行可能株式総数 ４００，０００，０００株
② 発行済株式の総数 １１５，０００，０００株
（注）発行済株式の総数には、自己株式（４，００３，１６２株）が含まれております。

③ 株 主 数 ９，６３３名

� 発行済株式の総数の１０分の１以上の数の株式を保有する株主を含む上位１０名の
株主
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第４９回定時株主
総会による決議

第５０回定時株主
総会による決議

第５１回定時株主
総会による決議

決議年月日 平成１５年６月２７日 平成１６年６月２９日 平成１７年６月２９日
新株予約権の目的となる株式の種
類 普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（新株予約権１個当たり１００株） ２８，７００株 ５５，０００株 ７１，０００株

新株予約権の個数および保有人数 （個数） （人数） （個数） （人数） （個数） （人数）
取締役（社外取締役を除く） ２８７個 ７名 ５５０個 ８名 ７１０個 １２名
社外取締役 ― 個 ― 名 ― 個 ― 名 ― 個 ― 名
監査役 ― ― ― ― ― ―

新株予約権の発行価額 無償 無償 無償
新株予約権行使時の払込金額
（１個あたり） １２５，５００円 １５７，５００円 １３０，８００円

新株予約権の行使期間 平成１６年７月１日
～

平成２１年６月３０日

平成１７年７月１日
～

平成２２年６月３０日

平成１８年７月１日
～

平成２３年６月３０日
新株予約権の行使の条件 注１ 注１ 注１
新株予約権の取得事由および条件 注２ 注２ 注２
新株予約権の譲渡制限 注３ 注３ 注３

第５２回定時株主
総会による決議

第５３回定時株主
総会による決議

決議年月日 平成１８年６月２９日 平成１９年６月２８日
新株予約権の目的となる株式の種
類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（新株予約権１個当たり１００株） ８２，０００株 １００，０００株

新株予約権の個数および保有人数 （個数） （人数） （個数） （人数）
取締役（社外取締役を除く） ８２０個 １３名 １，０００個 １４名
社外取締役 ― 個 ― 名 ― 個 ― 名
監査役 ― ― ― ―

新株予約権の発行価額 無償 無償
新株予約権行使時の払込金額
（１個あたり） １７３，４００円 １５２，７００円

新株予約権の行使期間 平成１９年７月１日
～

平成２４年６月３０日

平成２０年７月１日
～

平成２５年６月３０日
新株予約権の行使の条件 注１ 注１
新株予約権の取得事由および条件 注２ 注２
新株予約権の譲渡制限 注３ 注３

３．会社の新株予約権等に関する事項
� 当事業年度末日における会社役員が保有する新株予約権の状況
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注１．（新株予約権の行使の条件）
① 権利行使期間の初日の前日までの間、継続して当社の取締役に在任していることを要する。
② 退任時：退任後１年間（退任時が新株予約権の権利行使期間以前であるときは、新株予約権の権利行使
期間の初日の翌日から１年間）または新株予約権の権利行使期間の満了日のいずれか早く到来する日ま
で新株予約権を行使することができる。

③ 死亡時：死亡と同時に与えられた権利は失効するものとする。ただし業務災害による死亡の場合、新株
予約権者が予め指定した１名の相続人は、相続開始時から１年間（相続開始時が新株予約権の権利行使
期間以前であるときは、新株予約権の権利行使期間の初日の翌日から１年間）または新株予約権の権利
行使期間の満了日のいずれか早く到来する日まで新株予約権を行使することができる。

④ その他権利行使の条件は、当社と当社取締役との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところに
よる。

注２．（新株予約権の取得事由および条件）
① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会
社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき、当社株主総会で承認された場合は、
当社は新株予約権を無償で取得できる。

② 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償で消却することができる。
注３．（新株予約権の譲渡制限）

新株予約権を譲渡、質入するには、当社取締役会の承認を要する。

� 当事業年度中に従業員等に対して交付した新株予約権の状況
該当なし
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会社における地位 氏 名 担当および他の法人等の代表状況等

代 表 取 締 役 会 長 秋 山 正 法

代 表 取 締 役 社 長 櫻 井 醜

取 締 役 副 社 長 河 野 通 剛 法務本部長および広報室、ＲＭ推進室担当

専 務 取 締 役 岡 田 弘 人 営業統括本部長

専 務 取 締 役 新 田 健 二 事業企画本部長、経理本部長、調達本部長および
内部監査室担当

常 務 取 締 役 大 坪 尚 義 情報システム本部、技術本部、ＩＴ開発本部担当

常 務 取 締 役 宇 高 恵 一 中央研究所長および製品開発本部、システム開発
本部担当

常 務 取 締 役 加 藤 栄 司 営業統括本部統括副本部長

常 務 取 締 役 玉 田 健 治
情報メディア事業本部長および事業開発本部、企
画本部、商品事業部、オペレーション事業部、国
際事業部担当

取 締 役 足 立 直 樹 凸版印刷株式会社代表取締役社長

取 締 役 森 茂 孝 営業統括本部統括副本部長

取 締 役 関 岡 修 次 関西事業本部長

取 締 役 西 志 村 卓 総務本部長

取 締 役 亀 山 明 製造統括本部長

取 締 役 黒 羽 二 朗 ＩＭＳ事業本部長

常 任 監 査 役 永 田 明 裕 （常勤）

監 査 役 小 山 内 鏗 爾 （常勤）

監 査 役 澤 田 孝 志 （常勤）

監 査 役 佐 久 間 国 雄 東洋インキ製造株式会社代表取締役社長

監 査 役 外 山 孟 凸版印刷株式会社常任監査役

（注）１． 監査役永田明裕、佐久間国雄および外山孟の３氏は会社法第２条第１６号に定める社外監査役であります。
２． 監査役永田明裕氏は、凸版印刷株式会社の財務本部長、取締役財務本部長としての長年の経験から財務お

よび会計に関する相当程度の知見を有しております。
３． 監査役外山孟氏は、凸版印刷株式会社の財務本部長、財務担当取締役としての長年の経験から財務および

会計に関する相当程度の知見を有しております。
４． 平成２０年６月２７日開催の第５４回定時株主総会において、新たに関岡修次、西志村卓、亀山明、黒羽二朗の

４氏が取締役に、永田明裕、小山内鏗爾の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
また、同日開催された監査役会において、永田明裕氏が常任監査役（常勤）に、小山内鏗爾氏が常勤の監
査役に選定されました。

４．会社役員に関する事項
� 取締役および監査役の状況（平成２１年３月３１日現在）
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６． 取締役の役職の異動は次のとおりであります。

退任時の地位 氏 名 退任事由 退任年月日

取 締 役 会 長 福 田 泰 弘 任 期 満 了 平成２０年６月２７日

取締役副社長 小山内 鏗 爾 任 期 満 了 平成２０年６月２７日

専 務 取 締 役 杉 丈 夫 任 期 満 了 平成２０年６月２７日

取 締 役 元 原 利 文 任 期 満 了 平成２０年６月２７日

氏 名 新 旧 異動年月日

秋 山 正 法 代表取締役会長 代表取締役社長 平成２０年６月２７日

櫻 井 醜 代表取締役社長 取締役副社長 平成２０年６月２７日

河 野 通 剛 取締役副社長 専 務 取 締 役 平成２０年６月２７日

新 田 健 二 専 務 取 締 役 常 務 取 締 役 平成２０年６月２７日

加 藤 栄 司 常 務 取 締 役 取 締 役 平成２０年６月２７日

玉 田 健 治 常 務 取 締 役 取 締 役 平成２０年６月２７日

５． 事業年度中に退任した取締役は次のとおりであります。

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（うち社外）

１９名
（１名）

５３９百万円
（３百万円）

監 査 役
（うち社外）

５名
（３名）

５０百万円
（１９百万円）

合 計 ２４名 ５９０百万円

（注）１． 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２． 取締役の報酬限度額は、平成１９年６月２８日開催の第５３回定時株主総会において年額４億５０００万円以

内（うち社外取締役２，０００万円以内）とする固定枠と当期連結営業利益の１％以内とする変動枠の合
計額以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。

３． 監査役の報酬限度額は、平成２０年６月２７日開催の第５４回定時株主総会において年額７０００万円以内と
決議いただいております。

４． 取締役の員数には、平成２０年６月２７日開催の第５４回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役
４名（うち社外取締役１名）を含んでおります。

５． 小山内鏗爾氏は平成２０年６月２７日開催の第５４回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、同
日監査役に就任いたしました。同氏の報酬等は、上記取締役および監査役の報酬等の支給額の欄に
それぞれの額を、また員数は取締役および監査役の支給人員の欄にそれぞれ１名ずつ含めておりま
す。

６． 平成１８年５月２６日開催の取締役会の決議により役員退職慰労金制度を廃止し、平成１８年６月２９日開
催の第５２回定時株主総会において、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対
しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈
することを決議しております。これに基づき上記のほか、当事業年度中に退任した取締役４名に対
し２６０百万円（うち社外取締役１名に対し７百万円）の役員退職慰労金を支給しております。
また、当事業年度末現在の役員退職慰労金引当金の残高は、取締役８名に対し１８６百万円、社外監査
役２名に対し７百万円であります。

� 取締役および監査役の報酬等の額
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

監 査 役 永 田 明 裕
監査役就任後に開催された取締役会９回のうち９回、監査役会
４回のうち４回に出席いたしました。監査について適宜必要な
発言をいただきました。

監 査 役 佐久間 国 雄

当事業年度に開催された取締役会１３回のうち９回、監査役会５
回のうち５回出席いたしました。主に経営者としての経験と見
識等を活かした意見の表明と、審議に関して必要な発言を行っ
ております。

監 査 役 外 山 孟
当事業年度に開催された取締役会１３回のうち８回、監査役会５
回のうち４回出席いたしました。監査結果についての意見交換
や監査に関する重要事項の協議等を行っております。

５．社外役員に関する事項
� 他の会社との兼任状況および当社と当該他の会社との関係

監査役佐久間国雄氏は、当社の取引先である東洋インキ製造株式会社の代表取
締役を兼任しております。また、当社の親会社である凸版印刷株式会社の社外監
査役を兼任しております。なお、当社は東洋インキ製造株式会社との間に原材料
等の売買取引があります。
監査役外山孟氏は、当社の親会社である凸版印刷株式会社の常任監査役を兼任

しております。また、株式会社文化放送、東京書籍株式会社およびタマポリ株式
会社の社外監査役を兼任しております。なお、当社は凸版印刷株式会社との間に
製品の売買取引があります。

� 親会社または親会社の子会社から当事業年度において役員として受けている報
酬等の総額
監査役佐久間国雄氏は、凸版印刷株式会社から社外監査役の報酬等として６百

万円を受けております。
監査役外山孟氏は、凸版印刷株式会社およびその子会社から役員の報酬等とし

て５０百万円を受けております。

� 責任限定契約の概要
締結しておりません。

� 当事業年度における主な活動状況
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支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 ７０百万円

当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額

７０百万円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬
等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

６．会計監査人の現況
� 名称

あらた監査法人

� 報酬等の額

� 会計監査人解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第３４０条第１項各号のいずれかに該当すると認め

られる場合は、監査役全員の同意により、監査役会が会計監査人を解任すること
ができるものとします。
また、上記の場合のほか、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると

認められる場合には、取締役が監査役会の同意または請求により、会計監査人の
解任または不再任に関する議案を株主総会に上程いたします。

� 責任限定契約の概要
締結しておりません。

� 当該事業年度中に辞任または解任された会計監査人（株主総会の決議によって
解任されたものを除く）に関する事項
該当ありません。

（ ）15



７．業務の適正を確保するための体制
当社が「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保するための

体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）」として
決議した事項は、次のとおりであります。

内部統制システム構築に関する基本方針

１．基本方針
当社は、社会益、会社益、個人益からなる企業理念である「三益一如」の下、総合

情報管理サービス企業として社会からの信頼をより強固なものにするとともに、株主
をはじめとするステークホルダーの満足度を高めるため、さらなる企業価値・株主価
値の向上を目指している。そのために、全ての事業活動を自ら監視し、統制する仕組
みを構築し、運用を通じて継続的な改善を図っていくことが最も重要であると認識し
ている。
当社はこれらの達成に向けて会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び子会社

の業務執行に関する体制及び監査に関する体制を以下のとおり整備し、その実現を図
る。

２．業務執行に関する体制
� 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保するための体制

当社は、監査役会設置会社とし、取締役会の監督機能と監査役の監査機能を通
じて、取締役の業務執行の適法性を確保する。
取締役会は、法令、定款及び「取締役会規則」に従ってこれを運営し、取締役

は取締役会の決議に基づいて職務を執行することにより、適法性を確保するとと
もに、反社会的勢力と一切の関係をもたず、不当要求に対しては毅然とした対応
をとる。
監査役は、法令、定款及び「監査役会規則」に基づき取締役の業務執行の適法

性を監査する。

� 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る情報について、法令、「取締役会規則」並びに

「情報セキュリティ基本方針」及び「情報セキュリティ管理規程」に基づき適切
に保存し、管理する。
取締役及び監査役は、これらの情報を必要なときに閲覧できる。

� 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社及び子会社を取巻くさまざまなリスクを予見しそのリスクがもた

らす経営的損失を予防するとともに、そのリスクが具体的な経営危機に発展した
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場合においても被害の最小化、再発防止策等を効果的に講ずるため、「トッパンフ
ォームズグループリスクマネジメント規程」を制定している。
具体的には、リスクマネジメント担当取締役を委員長とする全社統括リスクマ

ネジメント委員会の下に、リスクカテゴリーごとの全社横断的な専門委員会と各
事業部・子会社単位の組織別リスクマネジメント委員会を設け、それぞれが連携
し、個別リスクに対応したマニュアルやガイドライン等を作成し、教育・研修等
を通じてその周知徹底を図っている。
また、万一不測の事態が発生した場合は、被害の最小化を図るため本社内に緊

急事態対策本部を設け、速やかに情報収集を行うとともに、被害の最小化を図る
ための対応策を決定し、その実施を統括する。

� 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
当社は、取締役、従業員が共有する全社的な経営目標（年度計画、中期経営計

画）を定め、その達成のため事業部制を導入し、各事業部業績目標と実績を毎月
開催される取締役会がレビューし、目標達成を阻害する要因を分析し、その要因
の排除・低減する改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務
の効率化を図る。
さらに、各業務プロセスにおけるＩＴ化を積極的に推進し、業務の効率性を高

める。

� 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス基本規程として「トッパンフォームズグループ全社

行動指針」並びに「部門別行動指針」を定め、この周知徹底を図ることで従業員
の職務執行の適法性を確保する。そのために、全社統括ＲＭ委員会のもとにコン
プライアンス委員会を設置し、法務本部とともに、法令遵守と企業倫理の確立を
図る。さらに、各職場における行動指針の浸透を図るため、全社的にコンプライ
アンス推進リーダーを配置し、各職場における浸透活動を推進する。また、コン
プライアンスの一環として、「反社会的勢力排除に関する基本方針」を定め、反社
会的勢力の排除および不当な要求の拒絶のための体制を確保する。
また、事業部門から独立した内部監査部門として内部監査室を設置し、定期的

に各事業部における業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役、担当取締役
及び監査役会に適時報告する。
さらに、法令違反の早期発見と迅速かつ適切な対応を行うため、「トッパンフォ

ームズグループ内部通報規程」に従い「企業倫理ホットライン」を設置する。

� 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、グループとしての業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を

策定し、この規程に則った経営を推進する。
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また、関係会社社長会を定期的に開催し、情報の共有化を図るとともに、グル
ープとしてのコンプライアンス体制の整備と経営の効率化に努める。
さらに、当社は方針説明会等により、グループ会社の経営方針及び事業の状況

について定期的な検討を行い、適正かつ効率的なグループ経営を実施する。
なお、当社は、親会社の企業理念を共有しつつ、親会社と親会社以外の株主の

利益が実質的に相反するおそれのある親会社との取引その他の施策を実施するに
当たっては、必ず取締役会に付議の上、決定する。

３．監査に関する体制
� 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該使
用人に対する体制
当社は、監査役が、内部監査部門である内部監査室との連携によりその監査実

務を遂行する体制をとっており、この内部監査部門の充実を更に図ることで監査
役の監査機能を強化していくこととし、監査役の職務を補助すべき者を置かない。

� 監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役を補助すべき者を置かないので、本号に関する事項は定めない。

� 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関
する体制
監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、経営課題、監査役監査の環境

整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行なうとともに、法令の定
める事項のほか代表取締役との協議により定めた報告すべき事項について、取締
役から報告を受けることとする。
また、監査役会は、いつでも取締役及び従業員に対して事業の報告を求めるこ

とができる。

� その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査のために必要となる会議に出席し、経営の適法性や効率性につ

いて監査するとともに、関係会社監査役会を定期的に開催し、グループとしての
監査役監査の実効性を高める。
さらに、監査役は、会計監査人や内部監査部門と定期的な会合をもつなど、緊

密な連携を図る。
また、必要に応じて会計監査人、弁護士、その他外部の専門家の意見を聞き情

報交換を行うなど、連携を図ることができる。

（注）１． 本事業報告中の記載金額は、単位未満切捨により表示しております。
２． 本事業報告中の千株単位の株式数は、千株未満切捨により表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成２１年３月３１日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
敷 金 及 び 保 証 金
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

９４，４６９
２９，６９７
４３，７９７
２，４２６
１０，０７４
１，１０２
２，３７９
１，２３３
２，２２１
１，７３６
△２００

９１，１６６
６７，００５
２５，２２４
１７，０５４
２，０８１
２１，６３９
１８
９８７

２，６４６
２，６４６

２１，５１３
１２，０００
８４
４８２
２，４７５
３，３２１
２，５１５
７７０
△１３７

流 動 負 債
支払手形及び買掛金
短 期 借 入 金
１年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未 払 費 用
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
設備関係支払手形
そ の 他
固 定 負 債
社 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
繰 延 税 金 負 債
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
そ の 他

４７，７８５
２８，００７
４５５
８２５
５８

３，４１５
８７５
３，６５７
４，０８７
８７

１，７９８
４，５１５
４，２２６
２００
９７８
９３
１５７
２，３５４
３９５
４７

負 債 合 計 ５２，０１２

純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
新 株 予 約 権
少 数 株 主 持 分

１３３，８９３
１１，７５０
９，２７０
１１７，７８９
△４，９１６
△８０４
△１５４
△６４９
８１
４５３

純 資 産 合 計 １３３，６２３

資 産 合 計 １８５，６３５ 負債・純資産合計 １８５，６３５

（単位：百万円）
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連 結 損 益 計 算 書

自 平成２０年４月１日（ ）至 平成２１年３月３１日

売 上 高
売 上 原 価

売 上 総 利 益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益
営 業 外 収 益
受 取 利 息
受 取 配 当 金
保 険 返 戻 金
持 分 法 に よ る 投 資 利 益
受 取 技 術 料
負 の の れ ん 償 却 額
そ の 他

営 業 外 費 用
支 払 利 息
為 替 差 損
保 険 解 約 損
そ の 他

経 常 利 益
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益
受 取 補 償 金

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損
固 定 資 産 除 却 損
投 資 有 価 証 券 売 却 損
投 資 有 価 証 券 評 価 損
た な 卸 資 産 評 価 損
事 業 整 理 損
そ の 他
税金等調整前当期純利 益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額
少 数 株 主 損 失

当 期 純 利 益

１４２
３６２
１５０
４６
３３６
９２
４６５

４１
１９７
１２５
３１

０
０
８１９

０
１３２
２５

１，４５５
１４５
８６７
１０

６，６４０
△３５２

２３５，８９５
１８２，２６７
５３，６２８
３７，９４０
１５，６８７

１，５９５

３９５
１６，８８７

８２０

２，６３８
１５，０６９

６，２８７
９

８，７９１

（単位：百万円）
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連結株主資本等変動計算書

自 平成２０年４月１日（ ）至 平成２１年３月３１日

（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

平成２０年３月３１日残高 １１，７５０ ９，２７０ １１１，７８４ △４，９１６ １２７，８８８

在外子会社の会計処理の
変更に伴う増減 △１０ △１０

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △２，７７４ △２，７７４

当期純利益 ８，７９１ ８，７９１

自己株式の取得 △０ △０

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 ― ― ６，０１６ △０ ６，０１６

平成２１年３月３１日残高 １１，７５０ ９，２７０ １１７，７８９ △４，９１６ １３３，８９３

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主
持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成２０年３月３１日残高 １，２１３ △１３ １，２００ ７１ １０３ １２９，２６３

在外子会社の会計処理の
変更に伴う増減 △１０

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △２，７７４

当期純利益 ８，７９１

自己株式の取得 △０

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △１，３６８ △６３５ △２，００４ ９ ３４９ △１，６４５

連結会計年度中の変動額合計 △１，３６８ △６３５ △２，００４ ９ ３４９ ４，３７１

平成２１年３月３１日残高 △１５４ △６４９ △８０４ ８１ ４５３ １３３，６２３
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連 結 注 記 表

（国内）
ト ッ パ ン ・ フ ォ ー ム ズ 東 海 ㈱ ト ッ パ ン ・ フ ォ ー ム ズ 関 西 ㈱
トッパン・フォームズ・オペレーション㈱ ト ッ パ ン ・ フ ォ ー ム ズ 西 日 本 ㈱
ト ッ パ ン ・ フ ォ ー ム プ ロ セ ス ㈱ 北 海 道 ト ッ パ ン ・ フ ォ ー ム ズ ㈱
テ ク ノ ・ ト ッ パ ン ・ フ ォ ー ム ズ ㈱ 香 川 ビ ジ ネ ス フ ォ ー ム ㈱
山 陽 ト ッ パ ン ・ フ ォ ー ム ズ ㈱ 沖 縄 ビ ジ ネ ス フ ォ ー ム ㈱
トッパン・フォームズ・サービス㈱ ㈱ ジ ク シ ス
㈱ Ｋ Ｃ Ｆ ㈱ ト ス コ
㈱ テ ィ ・ エ ス ・ エ イ
（海外）
Ｔ ． Ｆ ． カ ン パ ニ ー 社 トッパン・フォームズ・インフォメーション・システムズ（上海）社
トッパン・フォームズ（シンガポール）社 トッパン・フォームズ・コンピュータ・システムズ社
ト ッ パ ン ・ フ ォ ー ム ズ （ 香 港 ） 社 マンソン・コンピュータ・フォーム社
トッパン・フォームズ・カード・テクノロジーズ社 トッパン・フォームズ（アメリカ）社
深 セ ン 瑞 興 印 刷 有 限 公 司
すべての子会社を連結しております。
なお、当連結会計年度において新規に株式を取得した㈱トスコを連結の範囲に含めております。これに伴い、
㈱トスコの子会社である㈱ティ・エス・エイを連結の範囲に含めております。

（国内）
㈱ テ ィ エ フ メ デ ィ エ イ ト
（海外）
北 京 三 盾 カ ー ド 技 術 有 限 公 司 北 京 ト ッ パ ン ・ フ ォ ー ム ズ 社
データ・プロダクツ・トッパン・フォームズ社 トッパン・フォームズ（コロンボ）社
ＣＦＭトッパン・フォームズ（マレーシア）社
すべての関連会社に持分法を適用しております。
当連結会計年度において破産手続きを完了したグローバル・カード・テクノロジー㈱を持分法適用の範囲から
除外しております。

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 ２４社

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用関連会社の数 ６社

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
海外の連結子会社のうち、Ｔ．Ｆ．カンパニー社、他７社の決算日は１２月３１日であります。連結計算書類の作成
にあたっては、同日現在における各社の貸借対照表および損益計算書を使用しておりますが、連結決算日との間
に生じた重要な取引については、連結決算上必要な調整を行っております。
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４．会計処理基準に関する事項
� 重要な資産の評価基準および評価方法
①有 価 証 券
売 買 目 的 有 価 証 券…………時価法（売却原価は総平均法により算定）
満期保有目的の債券…………償却原価法
そ の 他 有 価 証 券
ａ．時価のあるもの…………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は主として総平均法により算定）
ｂ．時価のないもの…………主として総平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（金融商品
取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については組合契
約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、
持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

②デ リ バ テ ィ ブ…………時価法
③た な 卸 資 産

商品（サプライ）・原材料・貯蔵品…………主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低
下に基づく簿価切り下げの方法）

商品（機器）・製品・仕掛品…………主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切り下げの方法）

� 重要な減価償却資産の減価償却方法
①有形固定資産（リース資産を除く）…………主として法人税法の規定に基づく定率法

ただし、当社および国内連結子会社については、平成１０年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。
（追加情報）
当社の機械装置のうちデジタル印刷機に係るものについては、従来耐用年数を
１０年としておりましたが、当連結会計年度より４年に変更しました。
この変更は、平成２０年度税制改正を契機として耐用年数を見直したことに伴う
ものであります。
これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純
利益は１，０５５百万円減少しております。

②無形固定資産（リース資産を除く）…………主として法人税法の規定に基づく定額法
ただし、当社および国内連結子会社における自社利用のソフトウェアについて
は、社内における利用可能期間（主として５年）に基づく定額法を採用してお
ります。

③リ ー ス 資 産…………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平
成２０年３月３１日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっております。

④長 期 前 払 費 用…………定額法
� 重要な外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社の資産および負債並びに収益および費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

� 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度において負担すべき見積額を計上してお
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ります。
③役員賞与引当金
当社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。

④退職給付引当金
当社および主要な国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付
債務に未認識過去勤務債務および未認識数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した見込額
に基づき、当連結会計年度の末日において発生していると認められる額を計上しております。
なお、過去勤務債務は、その発生時の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１５年）による定額法により発生
年度から費用処理することとしております。
また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１５年）による定額
法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。

⑤役員退職慰労引当金
国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上し
ております。
また、当社は平成１８年６月２９日開催の定時株主総会の日をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。
なお、当該総会までの在任期間に対応する役員退職慰労金相当額については、役員退職慰労引当金に計上し
ております。

� 重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
主として、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている
場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しており
ます。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
ａ．為 替 予 約…………外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引
ｂ．金利スワップ…………借入金
③ヘッジ方針
主として、当社の経理本部の管理のもとに、将来の為替・金利変動リスク回避のためにヘッジを行う方針で
あります。

④ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フ
ロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

� 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

� のれんおよび負ののれんの償却に関する事項
のれんおよび負ののれんの償却は、投資効果の発現する期間にわたり均等償却を行う方針であります。

５．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項
連結子会社の資産および負債の評価方法は、支配獲得時において全面時価評価法によっております。

６．連結計算書類作成の為の基本となる重要な事項の変更
� 重要な資産の評価基準および評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品（サプライ）・原材料・貯蔵品は主として先入先
出法による原価法、商品（機器）・製品・仕掛品は主として個別法による原価法によっておりましたが、当連結
会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成１８年７月５日）が適用されたこ
とに伴い、商品（サプライ）・原材料・貯蔵品は主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）、商品（機器）・製品・仕掛品は主として個別法による原価法（貸
借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。
これにより、当連結会計年度の営業利益および経常利益は、それぞれ３５百万円減少し、税金等調整前当期純利
益は１８０百万円減少しております。
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� リース取引に関する会計基準
当社および国内子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっておりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第
１３号 平成５年６月１７日（企業会計審議会第一部会）、平成１９年３月３０日改正）および「リース取引に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１６号、平成６年１月１８日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、
平成１９年３月３０日改正）を適用し、通常の売買に係る方法に準じた会計処理によっております。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。
これによる、当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益への影響額は軽微でありま
す。

� 連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い
当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」（実務対応
報告第１８号 平成１８年５月１７日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。
これによる、当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益への影響は発生しておりま
せん。

７．連結貸借対照表における表示方法の変更
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成２０年８月７日 内各府
令第５０号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当
連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

連結貸借対照表に関する注記
� 有形固定資産の減価償却累計額

８８，０５６百万円
� 保証債務残高

従業員住宅借入保証金 １１百万円
� 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。

担保資産
定期預金 ２４百万円
建物 ８１百万円
土地 １４９百万円
合計 ２５４百万円
担保付債務

短期借入金 １００百万円
長期借入金 １，１８５百万円
社債 ２００百万円
合計 １，４８５百万円

なお、根抵当権の極度額は、４６８百万円であります。

連結損益計算書に関する注記
期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、たな卸資産評価損が売上原価に３５百万円含まれており
ます。
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前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式
普通株式 １１５，０００ ― ― １１５，０００
合計 １１５，０００ ― ― １１５，０００

区分 新株予約権の内訳
当連結会計
年度末残高
（百万円）

提出会社
（親会社）

ストック・オプション
としての新株予約権 ８１

合計 ８１

決議 株式の種類
配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

平成２０年６月２７日
定時株主総会 普通株式 １，３８７ １２．５ 平成２０年３月３１日 平成２０年６月３０日

平成２０年１０月３１日
取締役会 普通株式 １，３８７ １２．５ 平成２０年９月３０日 平成２０年１２月１０日

株式の種類
配当金の
総額

（百万円）
配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

普通株式 １，３８７ 利益剰余金 １２．５ 平成２１年３月３１日 平成２１年６月２９日

連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当連結会計年度（自 平成２０年４月１日 至 平成２１年３月３１日）

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３．配当に関する事項
� 配当金支払額

� 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後に予定されているもの
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（平成２１年３月３１日現在）
繰延税金資産 賞与引当金 １，６２５百万円

未払事業税 ３２５
減価償却費損金算入限度超過額 ５８
退職給付引当金 １，２９４
役員退職慰労引当金 １６１
貸倒引当金損金算入限度超過額 ８７
投資有価証券等評価損 ５６３
会員権評価損 ２０４
その他有価証券評価差額金 １０２
その他 ５８６
繰延税金資産小計 ５，０１１
評価性引当金 △２２１
繰延税金資産合計 ４，７８９

繰延税金負債 未分配剰余金 △５０
海外子会社減価償却費 △９７
その他 △６１
繰延税金負債合計 △２０９
繰延税金資産の純額 ４，５７９

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産－繰延税金資産 ２，２２１百万円
固定資産－繰延税金資産 ２，５１５
固定負債－繰延税金負債 △１５７

リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している固定資産の主なものは、下記のとおりであ
ります。
なお、金額は未経過リース料となります。

機械装置 ＩＭＴ製造設備（日野工場） ７６７百万円
機械装置 ＩＭＴ製造設備（福生工場） ２７３百万円

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 １，１９９円０４銭
１株当たり当期純利益 ７９円２０銭
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平成１４年
ストック・オプション

平成１５年
ストック・オプション

平成１６年
ストック・オプション

平成１７年
ストック・オプション

内
容

付与対象者の区分及び数
当社取締役 １６名 当社取締役 １４名 当社取締役 １４名 当社取締役 １４名
当社従業員 １４名 当社従業員 １８名 当社従業員 １９名 当社従業員 ２９名

株式の種類別のストック
・オプションの数（注）１

普通株式 普通株式 普通株式 普通株式
１５１，０００株 １５７，０００株 １８２，０００株 ２１１，０００株

付与日 平成１４年７月１日 平成１５年７月１日 平成１６年７月１日 平成１７年７月１日
権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）２ （注）２

対象勤務期間
自 平成１４年７月１日 自 平成１５年７月１日 自 平成１６年７月１日 自 平成１７年７月１日
至 平成１５年６月３０日 至 平成１６年６月３０日 至 平成１７年６月３０日 至 平成１８年６月３０日

権利行使期間
自 平成１５年７月１日 自 平成１６年７月１日 自 平成１７年７月１日 自 平成１８年７月１日
至 平成２０年６月３０日 至 平成２１年６月３０日 至 平成２２年６月３０日 至 平成２３年６月３０日

規
模
及
び
変
動
状
況
（
注
）３

ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
数

権利確定前
前連結会計年度末 ― ― ― ―
付与 ― ― ― ―
失効 ― ― ― ―
権利確定 ― ― ― ―
未確定残 ― ― ― ―

権利確定後
前連結会計年度末 ６９，０００ ５４，７００ １２５，０００ １６０，０００
権利確定 ― ― ― ―
権利行使 ― ― ― ―
失効 ６９，０００ ― ― ３，０００
未行使残 ― ５４，７００ １２５，０００ １５７，０００

単
価
情
報

権利行使価格 ２，１３１ １，２５５ １，５７５ １，３０８
行使時平均株価 ― ― ― ―
公正な評価単価（付与日） ― ― ― ―

平成１８年
ストック・オプション

平成１９年
ストック・オプション

内
容

付与対象者の区分及び数
当社取締役 １４名 当社取締役 １５名
当社従業員 ２８名 当社従業員 ３３名

株式の種類別のストック
・オプションの数（注）１

普通株式 普通株式
２１２，０００株 ２４５，０００株

付与日 平成１８年７月１４日 平成１９年７月１７日
権利確定条件 （注）２ （注）２

対象勤務期間
自 平成１８年７月１４日 自 平成１９年７月１７日
至 平成１９年６月３０日 至 平成２０年６月３０日

権利行使期間
自 平成１９年７月１日 自 平成２０年７月１日
至 平成２４年６月３０日 至 平成２５年６月３０日

規
模
及
び
変
動
状
況
（
注
）３

ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
数

権利確定前
前連結会計年度末 ― ２４５，０００
付与 ― ―
失効 ― ―
権利確定 ― ２４５，０００
未確定残 ― ―

権利確定後
前連結会計年度末 ２０７，０００ ―
権利確定 ― ２４５，０００
権利行使 ― ―
失効 １７，０００ ０
未行使残 １９０，０００ ２４５，０００

単
価
情
報

権利行使価格 １，７３４ １，５２７
行使時平均株価 ― ―
公正な評価単価（付与日） １９８ １５９

ストック・オプションに関する注記
１． ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

当連結会計年度（自 平成２０年４月１日 至 平成２１年３月３１日）
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（注）１． 株式数に換算して記載しております。
２． 権利確定条件は付しておりません。
３． 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

２． ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま
す。

３． 連結計算書類への影響額
販売費及び一般管理費 ９百万円

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他
本連結計算書類中の記載金額は、単位未満切捨てにより表示しております。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成２１年５月１９日

トッパン・フォームズ株式会社
取 締 役 会 御 中

あらた監査法人

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 友 田 和 彦 �

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 戸 田 栄 �

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、トッパン・フォームズ株
式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の連結計算
書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者に
あり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表
示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎
として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討すること
を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎
を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、トッパン・フォームズ株式会社及び連結子会
社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以 上
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貸 借 対 照 表

（平成２１年３月３１日現在） （単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
前 渡 金
前 払 費 用
未 収 入 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 輌 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
特 許 権
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権
水 道 施 設 利 用 権
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
敷 金 及 び 保 証 金
保 険 積 立 金
ゴ ル フ 会 員 権
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

８３，１３８
２４，８７６
４，３４４
３５，５８６
２，４２６
９，０１９
３０２
８０９
９
６３３
２，２９２
１，０８０
１，９４６
△１８９
８９，１２５
６４，６８８
２３，６９１
３３８

１６，４３１
１８

１，８６２
２１，３４１
１５
９８７
２，４９９
６
６９５
１，６７６
１１９
１

２１，９３８
１０，８８８
３，５９８
０
７５
４４６
１，５５９
３，１６３
４４３
１，６５５
２４３
△１３７

流 動 負 債
支 払 手 形
買 掛 金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未 払 費 用
前 受 金
預 り 金
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
設備関係支払手形
そ の 他

固 定 負 債
役員退職慰労引当金
リ ー ス 債 務
退 職 給 付 引 当 金

４３，２１２
３，６２１
２８，７２２

５
２，７７１
２，０３９
４８０
１，９８９
１２２
１３９
１，７５６
８７

１，３５８
１１６

６６３
１９３
１０
４６０

負 債 合 計 ４３，８７６

純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金
自 己 株 式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
新 株 予 約 権

１２８，４５６
１１，７５０
９，２７０
９，２７０
１１２，３５２
２，６１９
１０９，７３３
１０１，１９５
８，５３７
△４，９１６
△１４９
△１４９
８１

純 資 産 合 計 １２８，３８７

資 産 合 計 １７２，２６４ 負 債 ・ 純 資 産 合 計 １７２，２６４
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損 益 計 算 書

至 平成２０年４月１日（ ）至 平成２１年３月３１日
（単位：百万円）

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販売費及び一般管理費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

受 取 利 息

有 価 証 券 利 息

受 取 配 当 金

為 替 差 益

設 備 賃 貸 料

受 取 技 術 料

そ の 他

営 業 外 費 用

賃 貸 費 用

そ の 他

経 常 利 益

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損

固 定 資 産 除 却 損

投 資 有 価 証 券 売 却 損

投 資 有 価 証 券 評 価 損

そ の 他

税 引 前 当 期 純 利 益

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

１１６

５１

２，７８９

２

３，８３３

３３６

７５８

３，４４４

１６３

０

０

１３０

１３

１，４５５

１５０

４，３１１

△２８３

２１６，８４０

１７２，０４３

４４，７９６

３５，２９６

９，４９９

７，８８８

３，６０８

１３，７７９

０

１，７５０

１２，０２９

４，０２７

８，００２
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株主資本等変動計算書

自 平成２０年４月１日（ ）至 平成２１年３月３１日
（単位：百万円）

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他

有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成２０年３月３１日残高 １，２１３ １，２１３ ７１ １２４，５１３

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △２，７７４

当期純利益 ８，００２

自己株式の取得 △０

別途積立金の積立 ―

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） △１，３６３ △１，３６３ ９ △１，３５３

事業年度中の変動額合計 △１，３６３ △１，３６３ ９ ３，８７４

平成２１年３月３１日残高 △１４９ △１４９ ８１ １２８，３８７

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他の
利益剰余金 利益

剰余金
合計別途

積立金

繰越
利益
剰余金

平成２０年３月３１日残高 １１，７５０ ９，２７０ ９，２７０ ２，６１９ ９６，１９５ ８，３１０１０７，１２５△４，９１６１２３，２２８

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △２，７７４△２，７７４ △２，７７４

当期純利益 ８，００２ ８，００２ ８，００２

自己株式の取得 △０ △０

別途積立金の積立 ５，０００△５，０００ ― ―

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― ５，０００ ２２７ ５，２２７ △０ ５，２２７

平成２１年３月３１日残高 １１，７５０ ９，２７０ ９，２７０ ２，６１９１０１，１９５ ８，５３７１１２，３５２△４，９１６１２８，４５６
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
� 重要な資産の評価基準および評価方法
①有 価 証 券
売買目的有価証 券…………時価法（売却原価は総平均法により算定）
満期保有目的の債権…………償却原価法
子会社株式及び関連会社株式…………総平均法による原価法
そ の 他 有 価 証 券
ａ．時価のあるもの…………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は総平均法により算定）
ｂ．時価のないもの…………主として総平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（金融商品取
引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については組合契約に
規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相
当額を純額で取り込む方法によっております。

②デ リ バ テ ィ ブ…………時価法
③た な 卸 資 産

商品（サプライ）・原材料・貯蔵品…………先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切り下げの方法）

商品（機器）・製品・仕掛品…………個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価
切り下げの方法）

� 重要な減価償却資産の減価償却方法
①有形固定資産（リース資産を除く）…………法人税法の規定に基づく定率法

ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につい
ては、定額法を採用しております。
（追加情報）
機械装置のうちデジタル印刷機に係るものについては、従来耐用年数を１０年と
しておりましたが、当事業年度より４年に変更しました。
この変更は、平成２０年度税制改正を契機として耐用年数を見直したことに伴う
ものであります。
これにより、当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期純利益は１，０５５
百万円減少しております。

②無形固定資産（リース資産を除く）…………法人税法の規定に基づく定額法
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主
として５年）に基づく定額法を採用しております。

�リ ー ス 資 産…………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成
２０年３月３１日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理によっております。

�長 期 前 払 費 用…………定額法
� 重要な外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
� 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支給見込額のうち、当事業年度において負担すべき見積額を計上しておりま
す。

③役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。

④退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に未認識過去勤務債務及び未認識数理
計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した見込額を計上しております。
なお、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１５年）による定額法に
より発生年度から費用処理することとしております。
また、数理計算の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１５年）による定額法
により翌事業年度から費用処理することとしております。

⑤役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に充てるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しておりましたが、平成１８年
６月２９日開催の定時株主総会の日をもって、役員退職慰労引当金制度を廃止しております。
なお、当該総会までの在任期間に対応する役員退職慰労金相当額については、役員退職慰労引当金に計上し
ております。

� 重要な会計方針の変更
①重要な資産の評価基準および評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品（サプライ）・原材料・貯蔵品は主に先入先出
法による原価法、商品（機器）・製品・仕掛品は主として個別法による原価法によっておりましたが、当事業
年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成１８年７月５日）が適用されたこと
に伴い、商品（サプライ）・原材料・貯蔵品は主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）、商品（機器）・製品・仕掛品は主として個別法による原価法（貸
借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。
これにより、当事業年度の営業利益および経常利益は、それぞれ３５百万円減少し、税引前当期純利益は１８０百
万円減少しております。

②リース取引に関する会計基準
所有移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって
おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第１３号 平成５年６月１７日
（企業会計審議会第一部会）、平成１９年３月３０日改正）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第１６号 平成６年１月１８日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平成１９年３月３０日改
正）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続
き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。
これによる当事業年度の営業利益および経常利益への影響は軽微であります。

� 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
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前事業年度末
株式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末
株式数（千株）

普通株式（注） ４，００３ ０ － ４，００３

合計 ４，００３ ０ － ４，００３

貸借対照表等に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額
８１，７２０百万円

２．保証債務残高
� 関係会社借入金（保証予約及び経営指導念書の差入れによる保証を含む）
Ｔ．Ｆ．カンパニー社 ５０百万円

（４百万香港ドル）
� 従業員住宅借入保証金 １１百万円

３．関係会社に対する金銭債権債務
短 期 金 銭 債 権 ６，２１９百万円
短 期 金 銭 債 務 １０，８１３百万円

損益計算書に関する注記

１．関係会社との取引高
売 上 高 １１，１３５百万円
仕 入 高 ７６，０６７百万円
その他の営業取引高 ２５，３３０百万円
営 業 外 取 引 高 ６，６５２百万円

２．売上原価に含まれるたな卸資産評価損
期末たな卸は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、たな卸資産評価損が売上原価に３５百万円含まれてお
ります。

株主資本等変動計算書に関する注記

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度（自 平成２０年４月１日 至 平成２１年３月３１日）

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加８株であります。
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（平成２１年３月３１日現在）
繰延税金資産 賞与引当金 ７１０百万円

未払事業税 ２０５
減価償却費損金算入限度超過額 ５８
退職給付引当金 ５３３
役員退職慰労引当金 ７８
貸倒引当金損金算入限度超過額 ８７
投資有価証券等評価損 ５５９
会員権評価損 １８０
その他有価証券評価差額金 １０２
その他 ２２０
繰延税金資産合計 ２，７３５

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産－繰延税金資産 １，０８０百万円
固定資産－繰延税金資産 １，６５５

リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している固定資産の主なものは、下記のとおりであり
ます。
なお、金額は未経過リース料となります。

機械装置 ＩＭＴ製造設備（日野工場） ７６７百万円
機械装置 ＩＭＴ製造設備（福生工場） ２７３百万円

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 １，１５５円９５銭
１株当たり当期純利益 ７２円１０銭
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（単位：百万円）

（注）１． 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２． 上記役員の兼任は、当社役員を対象としており、当社従業員は含まれておりません。

属性 名称または氏名 住所
資本金
又は
出資金

事業の
内容又は
職業

議決権
の所有
または
被所有
割合
（％）

関係内容

取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高
役員
の
兼任
（名）

事業上の関係

親会社 凸版印刷㈱ 東京都
台東区１０４，９８６印刷事業 ６０．７ ２

印刷物・材料
・商品の販売
及び購入

製品・商
品の販売 ８，５８０受取手形・売掛金２，２２９

子会社 トッパン・フォームズ東海㈱
静岡県
浜松市 １００印刷事業 １００．０ ３

ビジネスフォ
ームの製造委
託

仕入 ２１，９８９
買掛金 ２，６０２

賃貸収入 １，４０８

子会社 トッパン・フォームズ・オペレーション㈱
東京都
港区 １００その他の事業 １００．０ １

コンピュータ
の運用・管理、
プログラムの
開発委託

仕入 １０，５５０買掛金 ２，９８３

子会社 Ｔ．Ｆ．カンパニー社 中国香港
４０百万
HK$ 印刷事業 １００．０ ３ 資金の貸付 製品・商

品の販売 ７２貸付金 ９４０

関連当事者との取引に関する注記

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他
本計算書類中の記載金額は、単位未満切捨てにより表示しております。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成２１年５月１９日

トッパン・フォームズ株式会社
取 締 役 会 御 中

あらた監査法人

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 友 田 和 彦 �

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 戸 田 栄 �

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、トッパン・フォームズ
株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第５５期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は
経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対
する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基
礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討
することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な
基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正
妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第５５期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作

成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、
取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制（会社法第３６２条第４項第６号、会
社法施行規則第１００条第１項及び第３項）の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及
びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成
１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基
づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いた
しました。

２． 監査の結果
� 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役
の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

� 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人あらた監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

� 連結計算書類の監査結果
会計監査人あらた監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成２１年５月２０日

トッパン・フォームズ株式会社 監査役会
常任監査役 永 田 明 裕 �
常勤監査役 小山内 鏗 爾 �
常勤監査役 澤 田 孝 志 �
監査役 佐久間 国 雄 �
監査役 外 山 孟 �

（注）監査役永田明裕、佐久間国雄および外山孟は、会社法第２条第１６号及び第３３５条第３項に定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項
第５５期の期末配当につきましては、企業体質の強化と今後の積極的な事業展

開を勘案いたしまして以下のとおりとさせていただきたいと存じます。
① 配当財産の種類 金銭
② 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金１２円５０銭
配当総額 １，３８７，４６０，４７５円

株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、１株につき１２円５０銭とさせて
いただきたく存じます。なお、中間配当金として１２円５０銭をお支払いしてお
りますので、当期の年間配当金は１株につき２５円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成２１年６月２９日

２．その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 ５，０００，０００，０００円
② 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 ５，０００，０００，０００円
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現 行 定 款

第２章 株 式
（株券の発行）
第７条 当会社の株式については、株券を発

行する。
２．前項の規定にかかわらず、当会社は
単元未満株式に係る株券は発行しな
いことができる。

（単元未満株主の権利制限）
第１０条 当会社の株主（実質株主を含む。以

下同じ。）は、その有する単元未満株
式について、以下に掲げる権利以外
の権利を行使することができない。
（以下は記載省略）

変 更 案

第２章 株 式

（削 除）

（以下の条文数は繰り上がる）

（単元未満株主の権利制限）
第９条 当会社の株主は、その有する単元未

満株式について、以下に掲げる権利
以外の権利を行使することができな
い。
（以下は現行どおり）

第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律
等の一部を改正する法律」（平成１６年法律第８８号、以下「決済合理化法」とい
う。）の施行に伴い、現行定款を以下のとおり変更するものであります。
①決済合理化法附則第６条の定めにより、当社は株券電子化の施行日（平成
２１年１月５日）において、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款
変更の決議がされたものとみなされておりますので、当社定款第７条（株
券の発行）を削除するものであります。

②「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、当社定
款規定のうち、「実質株主」および「実質株主名簿」に関する文言の削除お
よび修正を行うものであります。

③会社法第２２１条の定めにより、株券喪失登録簿は決済合理化法施行日の翌日
から起算して１年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされて
いるため、付則に所要の規定を設けるものであります。

④その他、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更を行うものであ
ります。

２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分であります。）
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変 更 案

（株主名簿管理人）
第１１条 （現行どおり）
２．（現行どおり）
３．当会社の株主名簿および新株予約権

原簿は、株主名簿管理人の事務取扱
場所に備え置き、株式ならびに新株
予約権に関する事務は株主名簿管理
人に委託し、当会社においては取扱
わない。

付則
第１条 当会社の株券喪失登録簿は、株主名

簿管理人の事務取扱場所に備え置き、
株券喪失登録簿への記載または記録
に関する事務は株主名簿管理人に取
扱わせ、当会社においては取扱わな
い。

第２条 当会社の株券喪失登録簿への記載ま
たは記録は、法令または定款に定め
るもののほか、取締役会において定
める株式取扱規則による。

第３条 本付則第１条乃至本条は、平成２２年
１月６日をもってこれを削除する。

現 行 定 款

（株主名簿管理人）
第１２条 （記載省略）
２．（記載省略）
３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を
含む。以下同じ。）、株券喪失登録簿
および新株予約権原簿は、株主名簿
管理人の事務取扱場所に備え置き、
株主名簿、株券喪失登録簿および新
株予約権原簿への記載または記録、
単元未満株式の買取りおよび売り渡
し、その他株式ならびに新株予約権
に関する事務は株主名簿管理人に委
託し、当会社においては取扱わない。

（付則の新設）
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氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（他の法人等の代表状況）

当社発行株
式の所有数

福 嶋 賢 一
（昭和３１年１１月１日生）

昭和５４年３月 当社入社
平成１６年１０月 当社営業統括本部首都圏事業部第

三営業本部長
平成１９年４月 当社営業統括本部首都圏事業部副

事業部長
平成２１年４月 当社営業統括本部統括副本部長

現在に至る

５，３６９株

（注） 取締役候補者福嶋賢一氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

第３号議案 取締役１名選任の件
取締役河野通剛氏は本定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきま

しては、取締役１名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただき

ますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続き

はいずれも不要です。

記

１．議決権行使サイトについて

� インターネットによる議決権行使は、パソコンまたは携帯電話（ｉモード、ＥＺweb、

Yahoo！ケータイ）から、当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にア

クセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前

５時までは取扱いを休止します。）

� インターネット接続にファイヤーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソ

フトを設定されている場合、PROXYサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネッ

ト利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

� 携帯電話による議決権行使は、ｉモード、ＥＺweb、Yahoo！ケータイのいずれかのサー

ビスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）およ

び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

� インターネットによる議決権行使は、平成２１年６月２５日（木曜日）の午後６時まで受け

付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプ

デスクへお問合せください。

２．インターネットによる議決権行使方法について

� 議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ロ

グインＩＤ」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご

入力ください。

� 株主様以外の方による不正アクセス（「なりすまし」）や議決権行使内容の改ざんを防止

するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願

いすることになりますのでご了承ください。

� 株主総会の招集の都度、新しい「ログインＩＤ」および「仮パスワード」をご通知いた

します。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

� 郵送（議決権行使書）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、イ

ンターネットによる議決権行使の内容を有効と取扱わさせていただきますのでご了承く

ださい。

� インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内

容を有効とさせていただきます。
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４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（ダイヤルアップ接続料金・電話料金

等）は、株主様のご負担となります。

以 上

システム等に関するお問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 ０１２０－１７３－０２７

（受付時間９：００～２１：００、通話料無料）

その他ご不明な点についてのお問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 ０１２０－２３２－７１１

（受付時間 土日休日を除く９：００～１７：００、通話料無料）
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なお、駐車スペースが少ないためお車でのご来場はご遠慮ください。 
（地下通路からのルートは次頁ご案内略図2をご覧ください。） 

会場 東京都港区東新橋一丁目７番３号
トッパンフォームズビル１階ホール

株主総会会場ご案内略図１
（遊歩道からのルート）



なお、駐車スペースが少ないためお車でのご来場はご遠慮ください。 
（遊歩道からのルートは前頁ご案内略図1をご覧ください。） 

会場 東京都港区東新橋一丁目７番３号
トッパンフォームズビル１階ホール

株主総会会場ご案内略図２
（地下通路からのルート）


